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鳥取県農村地域への産業の導入に関する基本計画 

 

本県における農村地域への産業の導入については、昭和 46 年度に農村地域工業等導入促進法（昭和

46 年法律第 112 号。以下｢旧法｣という｡）第４条第１項に基づき基本計画を策定し、その後も社会情

勢の変化に伴い基本計画の見直しを重ねるとともに、旧法第５条第１項又は第２項に基づき県及び市

町村において実施計画を策定するなど推進体制を整え、工業等（旧法第２条第２項に定める工業、道

路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。）の導入や農業構造の改善を促進して

きた結果、実施計画が策定された多くの農村地域で工業等の導入等が行われ、農村地域の発展及び雇

用構造の高度化に貢献してきた。 

しかしながら、本県の人口は昭和 63 年をピークに人口減少傾向が続いており、平成 19 年には総人

口が 60 万人を切った。また、研究機関等によって、2040 年には本県人口が約 47 万人となる推計や、

同じく 2040 年にはいわゆる消滅可能性都市が 13 町発生するとの衝撃的な推計も示されるなど、この

まま高齢化を伴った人口減少が進行すると、農村地域が著しく衰退することが懸念されている。 

本県における農業は、県内の総就業人口に占める基幹的農業従事者数の割合及び全世帯に占める農

家世帯の割合がそれぞれ一定の比率を有するなど、主要産業として重要な位置を占めてきた。しかし

ながら、中山間地域など条件不利地が多いことに加え、農業所得の低迷や高齢化の進展に伴う担い手

不足など、構造的な問題が残されたままの状況にある。このような中、鳥取型低コストハウスの導入

によるスイカなど園芸品目の経営安定、和牛や酪農における飼育頭数の増加及び梨の新甘泉に代表さ

れる果樹新品種の作付面積の増加、さらには農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約に向

けた取組など、将来につながる動きも出つつある。 

本県における工業等の産業は、長らく食料品関連産業と電気機械関連産業（電気機械、電子部品・

デバイス、情報通信機械）が主要産業として本県をけん引してきたところであり、製造品出荷額にお

いてもこれらの産業のシェアが５割を超えている。しかし、長引く景気低迷によりこれら主要産業は

伸び悩み、本県経済は、リーマンショック前（平成 19 年）から実質 GDP は最大 4.9％、製造品出荷額

は最大 42.6％も減少するなど大きく落ち込んだ。近年は、地震等の大型災害リスクの低さ、利便性の

高い無料高速道路網の整備など、立地条件の良い場所として多くの企業が進出するとともに、産官学

連携推進体制の整備や経営革新支援等による新たな成長産業の創出など、地域における働く場を生み

出す環境が整いつつあり、実質 GDP 及び製造品出荷額も上昇に転じている。また、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大が国内外経済に大きな打撃を与えたように、経済・社会情勢が大きく変動するこ

の時代にあっても、県内経済の持続的発展を実現するため、「鳥取県産業振興未来ビジョン」を策定し

たところである。今後、県経済の成長の足取りを確かなものにし、県民所得の向上を図ることがより

一層求められる。 

この先、農村地域に住民が住み続けられるようにするためには、新規就農者の確保・育成や農地の

集積・集約化等を通じた農業の担い手の確保・育成のみならず、進展するものづくり分野への対応や

地域の強みを活かした新産業の創出と第４次産業革命の実装、地域産業を支える人材の育成・確保な

どを戦略的に推進する必要がある。 

とりわけ、導入すべき産業の業種（以下「導入業種」という。）については、農村地域への導入対象

業種として旧法で定められていた工業等の業種の限定が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する

法律（平成 29 年法律第 48 号）による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律におい

て廃止されたことから、農村地域の就業機会を確保し、農村地域の振興を図るため、工業等に加え、

地域資源を活用する地域内発型の産業や農業を支援する機能を有する産業などの導入を促進すること

とし、令和３年 10 月及び令和４年４月に県が定める基本計画（以下「基本計画」という。）を改正し

て、具体的な導入業種として 23 業種を記載した。 

しかしながら、導入業種については、令和４年５月の法改正により、 基本計画への中分類記載義務

が廃止されたため、今回の基本計画の改正を受け、市町村が策定する実施計画において産業構造の変
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化や地域の特性に応じた導入業種（小分類）を記載することにより、機動的な産業導入の推進が可能

となるところである。 

したがって、今後は、農村地域に賦存する資源を活用する産業など、これまで以上に多様な産業を

視野に入れて立地・導入を促進することで、地域の自主性を活かした産業の振興を図るとともに、当

該産業と農業とが土地利用調整を行うことで、農業の構造改革を促進し、農業と産業との均衡ある発

展を図る必要がある。 

このため、以下の方針により農村地域への産業の導入を促進するものとする。 

 

第１ 導入すべき産業の業種その他農村地域への産業の導入の目標 

（１）導入すべき産業の業種 

農村地域における土地利用に関する計画等による農村振興の方向に即し、地域社会との調和、公害

の防止等の環境の保全、農村地域の景観との調和及び農業を始めとする地域産業との協調に留意しつ

つ、農村地域に成長性と安定性のある産業の導入を図る。 

導入業種については、地域の農業者の安定した就業機会及び雇用の質の確保が期待され、産業の立

地・導入に伴う土地利用調整により農地の集積・集約化等が図られるなど、農業と導入産業との均衡

ある発展に資するものとすることが必要である。 

（２）業種選定に当たっての基本的考え方 

導入業種の選定に当たっては、次に掲げる事項に特に留意する。 

ア 安定した就業機会が確保され、農業と導入産業との均衡ある発展が図られること- 

就業機会の創出に当たって、産業導入地区における安定的な就業機会及び雇用の質を確保する

ため、雇用創出効果と必要とする施設用地面積とに均衡のとれた業種を選定する。例えば、常用

雇用者が常駐しない事業や、雇用創出効果に比して広大な施設用地を要する形態の事業等は望ま

しくない。 

なお、「農業と導入産業との均衡ある発展」には、より生産性の高い産業分野を導入すること

により、地域の農業者等がその希望及び能力に応じて導入された産業に就業し、所得の向上に資

することも含まれる。 

イ 地域の実情を踏まえ、地域社会との調和が図られるよう配慮すること 

地域の就業構造、ニーズ等を踏まえること、産業の導入により地域社会との間に軋轢が生じる

ことがないように配慮することが必要であり、地域への社会貢献等を通じて地域社会との調和が

図られる導入業種を選定する。 

ウ 公害のおそれがない業種を選定するなど、環境保全に配慮すること 

導入業種について、周辺地域における他の産業や住民の多くが施設立地による事業環境又は生

活環境への影響について懸念を抱くと考えられる場合、周辺地域の環境に対して現実に影響が及

ぶ可能性の有無等を踏まえて、地域の都市計画の方針に適合するものであることを確認するとと

もに、地域の産業の特性上、やむを得ず広域的に大規模な集客性のある施設を導入する必要が生

じたときは、その立地により周辺の環境や土地利用、広域的な交通流態等に重大な影響を及ぼす

こととならないよう留意すること。 

エ 地域資源を活用した産業について、積極的な導入が促進されるよう配慮すること 

地域の農業と導入産業が相互に補完し合い、そのいずれもが発展するような、地域に賦存する

資源を活用する地域内発型産業や農村地域での立地ニーズのある産業の導入を推奨する。 

オ 農業用施設において営まれる農業を目的とする場合には「農業」を業種として選定することも

認められること 

産業が立地するときは施設を整備することが想定されていることから、農業用施設において営

まれる農業は、導入の対象となる「産業」に含むことができる。 
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（３）産業導入地区の区域の設定及び見直しの考え方 

基本計画において、産業導入地区の設定を通じて、就業機会の確保及び農業構造の改善を図ろう

とする地域は、本県の農村地域及び農業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、本県の農村地域全域とす

る。これらの地域において、地域の農業者の安定した就業機会を確保し、産業の立地・導入に伴う

土地利用調整により地域の農地の集積・集約化等を図る。 

産業導入地区の区域の設定に当たっては、国土利用計画、土地利用基本計画、都市計画、農業振

興地域整備計画等の各種の土地利用計画について、都市計画、農業振興地域整備計画等の関係部局

とあらかじめ十分調整を行い、合理的な土地利用を図るものとする。なお、区域については、市町

村が実施計画において地番単位で設定することとする。 

市町村においては、過去に造成された工業団地及び再生利用が困難な荒廃農地を含め活用されて

いない土地が存在する場合には、産業導入地区の区域を定める際に、その活用を優先することとす

る。市町村においては、こうした土地について把握を行うとともに、把握した情報を体系化し、事

業者に適切に開示するよう努める。 

また、産業導入地区への立地を想定していた事業者が立地を取り止めたり、立地した事業者がそ

の後すぐに撤退したりする等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業実現の見通しを踏

まえて区域を設定する。 

なお、新たに産業導入地区を設定する場合は、環境保全の観点から国立公園、国定公園及び県立

自然公園の特別地域、自然環境保全地域の特別地区、鳥獣保護区の特別保護地区等良好な自然環境

を形成している地域及びこれらの地域の周辺でこれらの地域に影響を及ぼすおそれのある地域につ

いては、産業導入地区の設定はしない。また、自然公園の普通地域等、上記に準ずる地域について

は産業導入地区の設定は避ける。 

産業導入地区の区域の見直しについては、企業の立地ニーズや地域の社会構造の変化等を踏まえ、

必要と判断した場合に行うものとし、あらかじめ都市計画、農業振興地域整備計画等の関係部局と

調整し、その内容を市町村の実施計画に反映するものとする。 

（４）配慮事項 

既存企業を含めた地域産業の振興を図る観点から、導入企業と既存企業との交流を促進する。こ

の場合において、既存企業の技術力、製品開発力、販売力等の向上や環境の保全に留意し、地域住

民・企業等自らによる起業化又は新分野進出への支援、産業導入地区の就業環境及び生活環境の改

善、企業相互又は企業と試験研究機関等の公的機関との連携関係の構築を通じた人、物、技術等の

広域的かつ濃密な交流の促進等を図り、地域の特色を生かした産業の導入に努める。 

また、導入企業は、快適な職場環境及び生活環境の確保、周辺地域の環境との調和、緑地等の施

設の地域への開放を行うなど、従業員又は地域住民からの要請にも応えるよう配慮する。 

労働力需給等の地域における雇用の動向を踏まえた計画的な企業導入に努めるとともに、導入産

業における労働力の確保に当たっては、鳥取県立ハローワーク、公共職業安定所や関係市町村の連

携の下に、地域の労働力需給が量的にも質的にも整合性のとれたものとなるよう努める。 

この場合において、高年齢者の雇用・就業機会の確保、女性、男性ともに働きやすい環境の整備

に努めるほか、若年者等の地元就職に資するよう配慮する。 

 

第２ 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標 

 農村地域への産業の導入に伴い増加する労働力需要に対しては、地域農業の担い手の育成・確保に

十分配慮しつつ、導入された産業の特質に応じ、農業以外の産業に就業を希望する農業従事者からの

労働力を重点的に充てることにより、これらの者の安定した就業機会の確保を図ることで定住促進に

努める。 

 この場合において、市町村等は地域社会の年齢構成や労働力需給の状況等を勘案しつつ、農業従事
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者の就業の意向を把握し、ＵＩＪターン希望者、新規学卒者をはじめとする若年層の定着化、農業以

外の産業に就業を希望する中高年齢層の就業の円滑化、日雇い等の不安定就業者の地元における安定

就業の促進を図る。 

 また、労働条件面等で若年層に魅力ある雇用機会づくりに配慮するとともに、適正な労働条件の確

保、労使関係の安定促進及び労働者の安全と健康が確保される職場環境の整備並びに田園回帰の動き

に対応した人材の地方環流の円滑化に努める。 

 

第３ 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標 

 農村地域及びその周辺における自然的、経済的、社会的諸条件、需要の動向及び地域の特性に対応

した農業生産の方向を考慮し、かつ、食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31 日閣議決定）や農

林水産業・地域の活力創造プラン（平成 25 年 12 月農林水産業・地域の活力創造本部決定、令和４年

６月 21 日改訂）で示された政策の方向及び鳥取県農業経営基盤強化促進基本方針に即し、農業構造の

改善を図るよう努める。 

 この場合において、農村地域への産業等の導入により農業従事者、特に不安定な就業状態にある農

業従事者の地元における安定就業を促進しつつ、地域ぐるみの対応の中で、農地中間管理事業による

将来にわたって安定的に産地や地域農業を担う多様な担い手への農地集積・集約及び集落営農組織の

広域化・法人化を図ることにより国際化に対応し得る生産性の高い農業の確立に努める。 

 具体的には、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する基本構想の内容や、「地域計画（人・

農地プラン）」の内容等に留意しつつ、農地中間管理機構による認定農業者や集落営農組織などの担い

手への農地集積・集約を加速化し、農地の有効活用、生産コストの低減及び経営効率の向上による農

業経営基盤の安定化を推進することとし、農村地域への産業の導入促進が農業の構造の改善を阻害す

ることのないよう、関係機関と十分に調整する。 

 また、農業を支援する機能を有する産業と地域の農業が相互に補完しあい、農産物の高付加価値化

等により農業の振興を図ることにも配慮する。 

 さらに、農業従事者の他産業への就業動向に即しつつ、農業生産基盤の計画的整備を重点的かつ効

果的に推進するとともに、農村地域における定住条件の整備を一体的に推進することにより、活力と

潤いのある農村社会の構築を促進する。 

 

第４ 農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する方針 

 農村地域への産業の導入に当たっては、合理的な土地利用を図ることを旨として、今後とも農用地

等として土地利用を図ることが適当である優良農地の保全及び周辺農地への影響を考慮しつつ、産業

の導入が適正かつ円滑に行われるよう施設用地（工場、事業場その他の施設の用に供する土地をいう。

以下同じ。）と農用地等（農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第３条に規定す

る農用地等をいう。以下同じ。）との調整を図る。 

 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に基づく農用地区域をいう。以

下同じ。）は農業生産の基盤として確保されるべき区域であることから、原則としてその区域内に産業

導入地区を設定しないものとする。なお、やむを得ず産業導入地区に農用地区域を含める場合におい

ては、市町村は、下記の事項について調整を行った上で、産業導入地区を定めることとする。 

（１）農用地区域外での開発を優先すること 

  市町村の区域内に、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく市街化区域又は用途地域が存

在する場合には、これらの地域内の土地を優先的に産業導入地区の区域として設定するなど、農用

地区域外での開発を優先すること。 

（２）周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

  農用地において導入産業の用に供する施設を整備することにより、 
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・集団的まとまりを持つ農用地の中央部に他の使途に用いられる土地が介在し、高性能農業機械に

よる営農への支障が生じる 

・小規模の開発行為がまとまりなく行われ、農業生産基盤整備事業の実施や、農地中間管理事業等

の農地流動化施策の推進への支障が生じる 

など、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じる事態が起きないようにすること。 

（３）面積規模が最小限であること 

 産業導入地区の区域として設定する面積が、事業者の立地ニーズを踏まえ、導入産業の用に供す

るために必要最小限の面積であること。 

（４）面的整備（区画整理、農用地の造成、埋立て又は干拓）を実施した農用地を含めないこと 

 土地改良事業等で、区画整理、農用地の造成、埋立て又は干拓に該当するものを実施した農用地

について、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していないもの

は、産業導入地区の区域に含めないこと。 

（５）農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条の３第１項の規定により行う土地改良事業（農地

中間管理機構関連事業）として農業者の費用負担を求めずに事業を実施した農用地について、農地

中間管理権の存続期間中は産業導入地区の区域に含めないこと。また、農地中間管理機構関連事業

を行う予定のあることが公にされている農用地についても、産業導入地区の区域に含めないこと。

さらに農地中間管理権の存続期間が満了した農用地についても、上記（１）から（３）までの考え

方に基づき、やむを得ない場合でなければ産業導入地区の区域に含めないこと。加えて、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第８条第２項第１号に規定する農地中間

管理事業を重点的に実施する区域（重点実施区域）内の農用地以外での開発を優先すること。 

 なお、「農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公にされている農用地」については、

農地中間管理機構関連事業に係る土地改良事業計画について、県知事により工事着手の前に公告・

縦覧が行われたものがこれに含まれ、また、当該公告・縦覧が行われる以前であっても、農地中間

管理機構関連事業を行うことを前提に、現地調査や地権者への説明等の事前準備作業に着手し、農

地中間管理機構関連事業を行う予定地として相当程度決定される農用地も含まれるため、優良農地

の確保に係る政策との整合性を確保する観点から、こうした農用地については、県の農林担当部局

と連携を緊密に行い、適切に把握すること。また、農地中間管理事業を重点的に実施する区域（重

点実施区域）内の農用地への産業導入地区の区域設定を検討せざるを得ない事情がある場合には、

産業導入地区の区域と重点実施区域の関係について、県の農林担当部局と十分に調整を行うこと。 

 

 また、産業導入地区の縮小、取消し等を行う場合において、縮小、取消し等に係る土地がその形状

等からみて農用地区域に含めることが相当であると認められるときは、これを農用地区域に編入する。 

 

第５ 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項 

農村地域への成長性と安定性のある産業の導入を促進するためには、事業者のニーズを的確に把握

しながら産業基盤の整備や生活基盤を始めとする定住条件の整備を促進することが肝要であり、次の

施策の実施に努める。 

この場合において、本制度に基づく税制、金融、予算等の支援措置や、業種横断的な設備投資に係

る税制上の措置等の活用を図り適切な産業施設の立地を図る。また、地域再生法（平成 17 年法律第 24

号）、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律第 40

号）、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成 19 年法律第 48 号）、

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成 20 年法律第 38 号）、地

域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
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（平成 22 年法律第 67 号）等に基づく施策との連携に努めるとともに、農村地域の持つ良好な環境を

生かしつつ定住条件の整備を進め、これらを通じてゆとりと豊かさを実現できる産業・生活空間の形

成に努める。 

また、市町村単位で整備することが困難なものについては、都道府県、関係市町村等の連携により

効率的に整備を進めるよう配慮する。 

（１）産業基盤の整備 

地域社会との調和に配慮し、地域の特色を生かした産業が導入されるよう、導入産業の特性及び

ニーズを十分に把握の上、適切な立地条件を有する産業導入地区の計画的な設定を促進しつつ、産

業基盤の整備を促進することが重要である。 

こうした観点から、周辺地域を含む地域全体の産業の立地動向、市場への近接性、交通インフラ

の整備状況等を勘案の上、産業の立地・導入に必要な用地や道路等の整備を計画的に進めるととも

に、快適で創造的な産業活動の場とするため、本県の優れた自然を生かし、景観に優れたものとす

るほか、地域社会との調和を図るため、地域に開放される緑地、公園等の施設の整備に努める。ま

た、関係機関・団体等の協力を得て、産業導入地区を含む農村地域及びその周辺の広域的な地域に

わたる技術者の確保、関連企業との交流・連携等を進めるよう努める。 

（２）定住等及び地域間交流の条件の整備 

産業の円滑な導入を図るとともに、定住等及び地域間交流の促進に資するため、農村地域におけ

る定住等及び地域間交流の条件の整備を計画的に進める。 

この場合において、定住等及び地域間交流の条件の整備は、複数の市町村からなる広域的な視点

も考慮し、産業の導入が十分に行われておらず安定した就業機会が不足している地域に重点を置い

て実施されるよう配慮する。また、地域社会のニーズを把握して、生産基盤と生活基盤との一体的

整備及び文化の振興に努める。 

 

第６ 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関

する事項 

 農村地域に導入される産業に、農業従事者のほか、地域住民、地域への移住者等が円滑に就業する

ことを促進するため、次の施策を実施する。 

（１）雇用情報の収集及び提供 

  導入企業の労働力需要と地域の労働力供給との円滑な結合を促進するため、地域の労働市場の動

向、導入企業の労働条件、職業内容等の雇用に関する情報を収集し、企業、農業従事者等への提供

に努める。 

（２）職業紹介等の充実 

  農業従事者のほか、地域住民及び地域への移住者等がその希望及び能力に応じて導入産業に就業

できるようにするため、きめ細かい職業相談、職業指導及び職業紹介を実施するとともに、雇用の

安定等に関し導入企業への指導援助に努める。 

  この場合において、農業従事者等が導入産業へ円滑に就業できるようするため、職業転換給付金

制度等の積極的な活用を促す。 

  また、労働者の雇用の安定を図るため、雇用安定事業による助成等の雇用環境の整備に努めると

ともに、労使関係の安定促進等に必要な措置を講ずる。 

  さらに、労働力需給の不適合の解消に資するよう、高年齢者の雇用・就業機会の確保、女性、男

性ともに働きやすい環境の整備に努めるほか、若年者等の地元就職に資するよう相談・援助に努め

る。併せて、過疎地域等の人口急減地域を対象として、市町村、企業等と連携し、安定的な雇用の

創出を図ることによって農村地域内外の人材の受け皿を確保する特定地域づくり事業協同組合制
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度の積極的な活用を促す。 

（３）職業能力開発等の推進 

  職業紹介との連携を密にしつつ、導入産業への農業従事者等の円滑な就業を促進するため、既存

の公共職業能力開発施設、企業内の職業訓練に対する助成制度等を活用することにより、機動的な

職業訓練と職場適応訓練を実施する。 

 この場合において、技術革新や情報化の進展に留意しつつ、地域や導入企業のニーズ等に応じた

公共職業訓練の弾力的な実施、新技術に関する研修の充実及び国内産業の高付加価値化や新分野で

の事業展開を担う人材の育成に資する職業訓練や自己啓発等の能力開発に対する支援に努めるとと

もに、企業において雇い入れた農業従事者等の能力開発が継続的に行われるよう、適切な指導援助

に努める。 

 

第７ 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の

基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項 

農村地域への産業の導入と相まって、農業構造の改善を図るため、地域の実情に応じて次の施策を

実施する。 

（１）担い手の育成・確保 

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を実現するため、市

町村における「地域計画（人・農地プラン）」の策定を通じて地域の話し合いと合意形成を促しつつ

地域における担い手を明確化した上で、農地中間管理機構の活用等を通じ、担い手に対する農地の

集積・集約化を進め、担い手を中心とした地域農業の早期確立を図る。 

核となる担い手の育成・確保が困難な中山間地域等においては、営農組織が地域を支える担い手

として、今後ますます重要な役割を担うこととなるため、集落営農の組織化・法人化と経営基盤の

強化に向け、地域ぐるみで取組を強化する。地域の担い手の一つとして、企業・社会福祉法人等、

他産業の農業参入支援も推進する。 

また、農地の流動化の推進に当たっては、導入された企業への雇用期間が長い者や役職等の要職

に就いている者等の安定的な就業機会が確保されている者からの農地提供を促進するなど、重点的

かつ効果的な実施に努める。 

（２）農業生産基盤及び農業施設の整備 

効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、その基礎的条件である農業生産基盤の計画的な

整備を図ることとし、特に農地の集積・集約化に資する農地整備事業と農地中間管理機構との連携

の更なる強化や農地の大区画化・排水改良等の基盤整備を一層推進するとともに、農業生産近代化

施設及び農産物の流通加工施設の整備を推進する。 

 

第８ その他必要な事項 

（１）環境の保全等 

  市町村は、実施計画の策定及びこれに基づく具体的な産業の導入にあたっては、環境基本法（平

成５年法律第 91 号）、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成８年鳥取県条例第 19 号）

等の環境関係諸法令及び鳥取県環境基本計画等の環境保全に関する計画に基づき、実施計画の策定

に先立って、必要に応じて産業等の導入が環境に与える影響を調査検討する。また、具体的な産業

の導入後においても必要に応じ補完調査を行い、優れた自然の保全及び森林、農地、水辺地等にお

ける自然環境の維持・形成に努める。併せて、公害関係法令の遵守、公害防止施設等の設置、公害

防止協定の締結等による公害の防止はもとより、エネルギー利用の効率化、健全な水循環機能の保

全、適正なリサイクル・廃棄物処理等により、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷をできる限

り増加させないように努める。 
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  また、交通量の増加に伴う道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るとともに、

道路の交通に起因する障害の防止に配慮する。 

（２）農村地域の活力の維持増進への配慮 

  若年層の流出、高齢化の進行等により活力の低下がみられる地域については、地域社会の活力の

維持増進にも配慮して、人口の流出の抑止や新規学卒者等の若年層地元就職及びＵＩＪターン希望

者等の雇用機会の確保に資するよう、産業の導入や定住条件の整備及び職業安定機関による職業紹

介等を総合的に進め、地域の活力の維持増進に努める。 

（３）過疎地域等への配慮 

  過疎地域、山村地域等への産業の導入にあたっては、これらの地域の振興に関する施策との連携

を積極的に図り、円滑な実施が図られるよう努める。 

（４）農業団体等の参画 

  農村地域への産業の導入にあたっては、実施計画の策定の段階から農業団体、商工団体等の関係

団体の参画を求め、産業の導入及び農業構造の改善を促進するための措置等について、その円滑な

実施が図られるよう努める。また、導入後も企業が定着できるように、これらの団体との連携を密

にし、諸問題の解決が図られるよう配慮する。 

（５）関係部局間の十分な連携等 

  農村地域へ導入された企業と地域社会との相互理解を深め、活力ある地域社会の形成を図るため、

市町村、導入企業、農業団体、商工団体、試験研究機関、教育機関等の連絡調整体制の整備に努め

る。 

 また、本制度は産業導入促進、就業促進及び農業構造改善を一体として推進するものであること

を踏まえ、県及び市町村は、本制度の運用にあたっては、商工関係部局と農林関係部局を中心とし

た関係部局間の密接な連携が重要であることに留意して、施策の推進や情報の共有等に努めるもの

とする。 

（６）企業への情報提供等 

  県及び市町村は、産業導入地区に関する情報、法及び条例等による企業の優遇措置等について、

企業等に周知徹底を図る。また、立地後の企業についてもその定着を図るために必要な指導その他

の援助を行う。 

 これらを効果的に行うため、農村地域への産業の導入を円滑に推進するために農林水産省及び各

地方農政局に設置された「農村地域産業導入支援施策活用窓口」の活用を図るとともに、農村地域

への産業の導入に関する情報の収集及び提供、地方公共団体と企業との間に立ったあっせん活動、

立地企業の情報交換・交流促進等を行う一般財団法人日本立地センター、一般財団法人都市農山漁

村交流活性化機構等の活用に努める。 

 その際、企業等が活用可能な施策については、関係府省の横断的な施策や地方公共団体が独自に

講じている企業立地・設備投資促進に係る施策が多岐にわたることから、上記の窓口や関係機関の

活用・連携を図りながら、企業に対して適時適切に積極的な情報提供等を行うものとする。 

（７）遊休地解消に向けた取組 

  遊休地については、県のホームページでの工業用地の紹介に加え、県及び市町村が連携した誘致

活動を行う。 

 また、定期的に遊休地の把握を行い、既存の産業導入地区内において、過去に造成された工業団

地、再生利用が困難な荒廃農地等活用されていない土地が存する場合には、当該土地の活用を図る

ものとする。 
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（８）撤退時のルールについて 

  立地企業が撤退する場合には、撤退後の跡地の有効活用が可能となるよう、時間的余裕をもって

可能な限り早期に関係自治体に報告する等の撤退時のルールを実施計画に盛り込み、関係自治体と

企業との間で企業の立地時に定めるよう努める。 

（９）実施計画のフォローアップ体制の確保 

  市町村は、目標の達成をはじめ適切な制度運用の確保を図るため、産業導入地区、当該区域に係

る土地利用の調整の状況、導入産業の業種及び規模、導入産業への農業従事者の就業の目標、産業

の導入と相まって促進すべき農業構造改善に関する目標、産業導入地区内の遊休地の解消状況、企

業撤退時のルールづくり等について、当該市町村自らが定期的に確認するとともに、当該確認の結

果を国及び県に共有するよう努める。 

 確認の結果、遊休地の発生をはじめ産業の導入の促進が適切に進展していない場合や、農業従事

者の就業の目標・農業構造の改善に関する目標の達成が明らかに見込まれないと認められる場合な

どにおいては、市町村は、その理由や今後の方策等について検討を行い、事業計画の変更、縮小及

び廃止を含め制度運営の改善等に活用するものとする。この場合においても、当該検討結果等につ

いて、国及び県に共有するよう努める。 

また、市町村は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 48 号）の

施行前に既に定められた実施計画についても、フォローアップ体制を確保するよう努める。 

 

 

附 則 

この基本計画の変更は、令和５年４月２５日から適用する。 


